
 
  

 
    

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

              

     

    

 

       

   

 

 

  

  

  

 

 

 

 

令 和 ７ 年 1 2 月 ９ 日 
浜長保険センター 第１０８号 
電  話  ０７９－２４６－２５６１ 
ＦＡＸ ０７９－２４６－２５７１ 

浜長保険センター安全だより 

師走に入り、朝晩の冷え込みが厳しくなってまいりましたが、 

皆様にはご健勝でお過ごしのことと存じます。 

月日が経過するのは、早いもので掛けているカレンダーもいよいよ 

最後の一枚を残すのみとなりました。 

 干支は今年の巳(み)から来年は飛躍の年、午(うま)にバトンタッチされ

ます。輝かしいご越年を迎えられますよう心よりお祈り申し上げます。 

年末は、慌ただしくなる時期です。今回は改めて「車両の合図」(ウインカー)の重要性について、お伝

えします。車両の合図は、道路を利用する周囲の方への「言葉」です。「右折します」「左折します」「後退

します」「停止します」と言った自車の意思を明確に表示する必要があります。しかし、残念ながら合図を

せず、進路変更したり、左(右)折の合図を出したまま直進したりする危険な運転が見受けられます。 

これは、ラジオを夢中で聴いていたなど何らかの注意不足が原因かも知れません。 

合図の出し忘れ、消し忘れという、一瞬のミスは、交通事故の直接的な原因にもなります。 

また、「うっかり」であっても法令違反(合図不履行、合図制限違反)として処罰の対象になります。 

ご自身の安全、そして他者の安全を守るためにも、定められた交通ルールを今一度、理解し、実践する

ことで、より確実な「安全バリア」を築きましょう。 

本年も一年間、誠にありがとうございました。来年も皆様の安全運転を心よりお祈り申し上げます。 

問  道路を直進中、右折車線がある交差点を右折する場合、どのタイミングで合図をしていますか？ 

     安全運転を心がける上で、法律に定められた正しいタイミングでの合図は、他のドライバーや歩行者への 

重要な意思表示です。 

  

結論 

右折車線がある交差点で右折する場合、進路変更の開始Ｂ地点の３秒前Ａ地点から合図を始め、 

合図を出したまま交差点の側端から 30 メートル手前Ｃ地点を通過し、右折が完了するＤ地点まで合図を 

継続する必要があります。 

  

解説 

道路交通法に定められた合図の時期と方法 

合図に関する義務は、道路交通法第 53 条及び道路交通法施行令第 21 条に定められています。 

 

１ 合図の履行義務と継続義務(道路交通法第 53 条第１項) 

  「車両の運転者は、左折、右折、転回、徐行、停止又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、 

方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで合図を継続しなければならない。」と

「合図を出す義務」と行為終了まで合図を継続しなければならない「合図継続義務」が定められています。 

この車両には、自転車も含まれています。 

  

今回の安全だよりでは、特に「右折車線」がある交差点に焦点を当て、見 

落としがちな合図の正確なタイミングについて解説します。 
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     ～ 合図は車の意思表示 合図ハッキリ 確認しっかり ～   

 

 

   

２ 合図の時期や方法(道路交通法施行令第 21 条) 

(1) 合図の時期 

ア  右折、左折、転回するとき～交差点の場合、交差点の手前の側端から 30 メートル手前の地点 

イ  同一方向に進行しながら進路を左又は右に変えるとき～その行為をしようとする時の３秒前のとき。 

ウ  徐行、停止又は後退するとき～その行為をしようとするとき。 

 

 

 

 

 

 

(2)  合図の方法 

整備不良等でない限り、徐行、停止は、ブレーキを踏むことにより制動灯が点灯し、後退するときは、 

バックギアーと連動して後退灯が点灯し、灯火の合図をしています。手による合図は省略します。 

なお、自転車の腕による合図方法は、イラストのとおり。 

 

 

 

 

 

３ 不要な合図の禁止(道交法第 53 条第４項) 

   「必要以上に合図を継続してはならず、また必要がないのに合図をしてはならない。」と定められています。 

不要な合図や合図の消し忘れは、「合図制限違反」として反則金や違反点数の対象となります。 

合図は周囲の交通参加者に対する正確な意思表示でなければなりません。 

    Ｔ字型(三差路)交差点を右折しようと右を確認したところ、右から直進してくる自動車が左の方向指示器を 

出していたので左折すると思い、右折を開始しようとしたとき、その自動車は左折せずそのまま直進して危険で 

ありました。合図の消し忘れは交通事故の原因になります。 

 

 

 

４ 後退右折の合図 

   法的には、後退の合図(通常、バックランプが点灯) 

と右折の合図をしなければなりません。 

 

 まとめ 

  右折車両の合図は、「進路変更」と「右折」という二つの法令上のタイミングを意識する必要があります。 

  正確な合図を心がけて、安全な運転環境の維持にご協力をお願いいたします。 


